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青
森
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第
三
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四
十
六
号

介
護
保
険
法
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平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
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居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
宏
仁
会

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
湊
字
薬
師

堂
六
三
の
二
三

通
所
介
護

よ
り
あ
い
処

口
広
の
家

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
口
広
字
川
向

口
広
沢
四
六
の
八

四

平
成

��

･

�･

��

い
か
り
商
事

株
式
会
社

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
三
四
の
二

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
ア
ッ
プ

ル
ハ
ウ
ス

弘
前
市
大
字
境
関

字
亥
ノ
宮
二
九
の

一

��

･

�･

��

株
式
会
社
幸

友
会

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

三
ツ
沢
五
〇
の
六

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
し
あ
わ

せ

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
南
浮
田
字

金
沢
街
道
の
沢
五

五
の
九

〃

株
式
会
社
三

協
ホ
ー
ム

青
森
市
安
方
二
丁

目
七
の
三
六

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
善
知
鳥

サ
ニ
ー
・
ラ

イ
フ

青
森
市
佃
二
丁
目

二
〇
の
一
八

��

･

�･

��

有
限
会
社
て

る
て
る

青
森
市
大
字
高
田

字
川
瀬
三
三
四
の

五

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
て
る
て

る
ぼ
う
ず

青
森
市
大
字
高
田

字
川
瀬
三
三
四
の

五

〃

社
会
福
祉
法

人
島
光
会

西
津
軽
郡
木
造
町

字
千
代
町
三
四
の

一

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
大
森

弘
前
市
大
字
大
森

字
勝
山
二
七
八
の

二
一

��

･

�･

��

有
限
会
社
ク

ラ
ウ
ド

秋
田
県
能
代
市
字

高
塙
五
八
の
八

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
い
ち
え

西
津
軽
郡
岩
崎
村

大
字
沢
辺
字
吉
花

一
〇
二
の
二
七

〃

医
療
法
人
鶴

豊
会

弘
前
市
大
字
高
田

一
丁
目
一
〇
の
七

訪
問
介
護

訪
問
介
護
事

業
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ

弘
前
市
大
字
桜
林

町
三
の
一

〃

�
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青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

青 森 県 報平成16年５月14日 金曜日 第2326号 �

ン
さ
く
ら
ば

や
し

社
会
福
祉
法

人
黒
石
市
社

会
福
祉
協
議

会

黒
石
市
大
字
内
町

六
一
の
一

訪
問
介
護

中
央
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

黒
石
市
大
字
乙
大

工
町
三
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
黒
石
市
社

会
福
祉
協
議

会

黒
石
市
大
字
内
町

六
一
の
一

訪
問
看
護

さ
わ
や
か
訪

問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

黒
石
市
大
字
乙
大

工
町
三
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
鶴
田
町
社

会
福
祉
協
議

会

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
沖
津

一
九
三

訪
問
看
護

鶴
田
町
社
会

福
祉
協
議
会

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
沖
津

一
九
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
黒

石
福
祉
サ
ー

ビ
ス

黒
石
市
馬
場
尻
東

二
五
の
一
六

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
お
こ
の
き

黒
石
市
追
子
野
木

三
丁
目
二
一
五
の

一

〃

社
会
福
祉
法

人
長
老
会

三
戸
郡
福
地
村
大

字
埖
渡
字
東
あ
か

ね
五
の
一
二
五

訪
問
介
護

ふ
く
ち
ヘ
ル

パ
ー
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

三
戸
郡
福
地
村
大

字
埖
渡
字
東
あ
か

ね
五
の
一
二
五

��

･

�･

��

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
小
春
び

よ
り
２
号
館

三
戸
郡
新
郷
村
大

字
戸
来
字
金
ケ
沢

坂
ノ
下
九

〃

医
療
法
人
南

六
会

八
戸
市
小
中
野
一

丁
目
四
の
五
二

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

こ
こ
ろ

八
戸
市
小
中
野
一

丁
目
四
の
五
四

〃

社
会
福
祉
法

人
メ
ー
プ
ル

上
北
郡
六
戸
町
大

字
上
吉
田
字
長
谷

八
五
の
一
一

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
メ
ー
プ

ル

上
北
郡
六
戸
町
大

字
上
吉
田
字
長
谷

八
五
の
二
六

〃

社
会
福
祉
法

人
福
祉
の
里

十
和
田
市
大
字
切

田
字
横
道
一
〇
〇

の
二
二

訪
問
介
護

ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
セ
ン
タ

ー
の
へ
じ

上
北
郡
野
辺
地
町

字
餅
粟
川
原
四

〃

株
式
会
社
ゆ

う

上
北
郡
天
間
林
村

大
字
天
間
舘
字
道

ノ
上
一
一
八
の
一

福
祉
用
具

貸
与

ウ
ェ
ル
ネ
ス

２
１

上
北
郡
天
間
林
村

大
字
天
間
舘
字
道

ノ
上
一
一
八
の
一

〃

株
式
会
社
ゆ

う

上
北
郡
天
間
林
村

大
字
天
間
舘
字
道

ノ
上
一
一
八
の
一

訪
問
介
護

ケ
ア
サ
ポ
ー

ト
ゆ
う

上
北
郡
天
間
林
村

大
字
天
間
舘
字
道

ノ
上
一
一
八
の
一

〃

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

三
戸
郡
新
郷
村
大

字
戸
来
字
金
ケ
沢

〃

し
ん
ご
う

坂
ノ
下
一
七
の
一

社
会
福
祉
法

人
八
甲
田
会

十
和
田
市
大
字
相

坂
字
高
清
水
七
八

の
二
三
二

短
期
入
所

生
活
介
護

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
八

甲
荘

十
和
田
市
大
字
相

坂
字
高
清
水
七
八

の
二
三
二

〃

社
会
福
祉
法

人
弘
前
豊
徳

会

弘
前
市
大
字
大
川

字
中
桜
川
一
八
の

一
〇

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

き
ら
ら
弘
前

弘
前
市
大
字
藤
野

二
丁
目
六
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
弘
前
愛
成

園

弘
前
市
大
字
豊
原

一
丁
目
一
の
三

通
所
介
護

自
由
ヶ
丘
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
金
属

町
五
の
三
〇

〃

有
限
会
社
ひ

か
り
の
里

西
津
軽
郡
深
浦
町

大
字
風
合
瀬
字
大

磯
一
九
五
の
一
六

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
ひ
か
り

の
里

西
津
軽
郡
深
浦
町

大
字
風
合
瀬
字
大

磯
一
九
五
の
一
六

〃

社
会
福
祉
法

人
弘
前
豊
徳

会

弘
前
市
大
字
大
川

字
中
桜
川
一
八
の

一
〇

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
サ
ン
タ

の
家

弘
前
市
大
字
大
川

字
中
桜
川
一
八
の

一
〇

〃

社
団
法
人
慈

恵
会

青
森
市
大
字
安
田

字
近
野
一
四
五
の

一
三

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

社
団
法
人
慈

恵
会
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
新

城

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
二
五
八
の

九

〃

株
式
会
社
ユ

ー
ト
ピ
ア
あ

い
の
り

南
津
軽
郡
碇
ケ
関

村
大
字
碇
ケ
関
字

西
碇
ケ
関
一
八
六

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
賀
田

中
津
軽
郡
岩
木
町

大
字
賀
田
字
大
浦

三
〇
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
弘
前
愛
成

園

弘
前
市
大
字
豊
原

一
丁
目
一
の
三

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
自
由
ケ

丘

弘
前
市
大
字
金
属

町
五
の
三
〇

〃

有
限
会
社
ア

ッ
プ
ル
ホ
ー

ム

弘
前
市
大
字
石
川

字
石
川
三
八
の
二

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
石
川
の

家

弘
前
市
大
字
石
川

字
岸
田
一
五
二

〃

医
療
法
人
楽

清
会

弘
前
市
大
字
桔
梗

野
一
丁
目
三
の
三

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
き
き
ょ

う
の

弘
前
市
大
字
桔
梗

野
一
丁
目
二
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
桂
久
会

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
廻
堰
字
東
下

山
九
一
の
二

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

老
人
保
健
施

設
湖
水
荘

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
廻
堰
字
東
下

山
九
一
の
二

��

･

�･

�
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公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二

十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
号

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	�
� �� 第2326号�

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
黒

石
市
社
会
福
祉
協

議
会

黒
石
市
大
字
内
町

六
一
の
一

黒
石
市
中
央
在
宅

介
護
支
援
セ
ン
タ

ー

黒
石
市
大
字
乙
大

工
町
三
の
一

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人
延

寿
福
祉
会

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
村
ノ
内

五
七
の
七

居
宅
介
護
支
援
事

業
者
尚
祐
の
里

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
川
原
一

三
九
五

��･

�･

��

株
式
会
社
ゆ
う

上
北
郡
天
間
林
村

大
字
天
間
舘
字
道

ノ
上
一
一
八
の
一

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
ゆ

う

上
北
郡
天
間
林
村

大
字
天
間
舘
字
道

ノ
上
一
一
八
の
一

〃

有
限
会
社
た
か
や

十
和
田
市
大
字
米

田
字
高
谷
一
一

ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

｢

た

か
や｣
十
和
田
市
西
一
番

町
一
〇
の
七
六

〃

社
会
福
祉
法
人
八

甲
田
会

十
和
田
市
大
字
相

坂
字
高
清
水
七
八

の
二
三
二

八
甲
荘
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

十
和
田
市
大
字
相

坂
字
高
清
水
七
八

の
二
三
二

〃

社
会
福
祉
法
人
弘

前
豊
徳
会

弘
前
市
大
字
大
川

字
中
桜
川
一
八
の

一
〇

居
宅
介
護
支
援
事

業
き
ら
ら
弘
前

弘
前
市
大
字
藤
野

二
丁
目
六
の
一

〃

特
定
非
営
利
活
動

法
人
き
ら
き
ら
ひ

か
る
弘
前

弘
前
市
大
字
藤
野

二
丁
目
六
の
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
こ
こ
ろ

弘
前
市
大
字
藤
野

二
丁
目
六
の
一

〃

社
会
福
祉
法
人
弘

前
愛
成
園

弘
前
市
大
字
豊
原

一
丁
目
一
の
三

自
由
ヶ
丘
居
宅
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
金
属

町
五
の
三
〇

〃

名

称

開

設

の

場

所

指

定

年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

八
甲
荘

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
清
水
七
八
の
二
三
二

平
成

��･

�･

��

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業

を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

知
的
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
東
北
町
社

会
福
祉
協
議

会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

居
宅
介
護

等
事
業

社
会
福
祉
法

人
東
北
町
社

会
福
祉
協
議

会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

平
成

��･

�･

�

� �



� �

青
森
県
告
示
三
百
五
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

一
等
磁
気
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日
ま
で

三

作
業
地
域

上
北
郡
横
浜
町

公

告

肥
料
登
録
事
項
の
変
更

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

青
森
県
ク
レ
ー
ン
協
同
組
合

二

代
表
者
の
氏
名

西
田

文
則

青 森 県 報平成16年５月14日 金曜日 第2326号 �

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を

行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

児
童
居
宅

支
援
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
茜
育
友
会

弘
前
市
大
字
自

由
ケ
丘
四
丁
目

一
の
一

短
期
入
所

事
業

ワ
ー
ク
ラ
ン

ド
茜

弘
前
市
大
字
自

由
ケ
丘
四
丁
目

一
の
一

平
成

��

･

�･

�

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

西
津
軽
郡
車
力
村

平
成

��･

�･

��

生
産
業
者
の
住
所

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

生
産
業
者

の
名
称

新

旧

変

更

年
月
日

青
森
県
第

四
五
号

魚
か
す
粉

末

７
・
０
片

倉
魚
か
す

粉
末

片
倉
チ
ッ
カ

リ
ン
株
式
会

社

東
京
都
千

代
田
区
九

段
北
一
丁

目
一
三
の

五

東
京
都
千

代
田
区
大

手
町
一
丁

目
二
の
三

平
成

��･

�･

��

青
森
県
第

二
九
九
号

魚
廃
物
加

工
肥
料

６
・
０
片

倉
魚
廃
物

加
工
肥
料

青
森
県
第

三
〇
一
号

魚
廃
物
加

工
肥
料

９
・
０
片

倉
魚
廃
物

加
工
肥
料

� �



� �

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
荒
川
字
柴
田
一
〇
二
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
一
五
三
八
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
七
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

米
田
建
設
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

米
田

穣

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
東
一
番
町
四
の
三
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
三)

第
八
七
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
大
工
、
と
び
・
土
工
、
石
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
、
舗
装
、
水
道
施

設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
六
年
四
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
三
一
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

古
屋
敷

俊
三

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
天
間
林
村
大
字
榎
林
字
柴
舘
道
ノ
下
八
の
二
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
一)

第
一
六
九
二
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
六
年
四
月
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
告
示
十
六
第
一
号

平
成
十
一
年
六
月
九
日
人
事
委
員
会
告
示
十
一
第
二
号

(

労
働
基
準
法
別
表
第
一
の
号
別
区
分)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

別
表
の
第
十
二
号
の
項
中

｢

各
高
等
技
術
専
門
校｣

及
び

｢

八
戸
工
科
学
院｣

の
下
に

｢
(

同
分

校
を
含
む
。)

｣

を
加
え
る
。

青 森 県 報������	�
� �� 第2326号�� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


